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児童手当が変わります
●問合先　こども家庭課子育て支援グループ（☎ 38-5810）

　児童手当について、令和 6年 10月分 (12 月支払分 )から下記のとおり制度改正が行われます。
　なお、市内に住民登録のある高校生年代までの児童が属する世帯には８月末までに手続きの案内を
送ります。

主な内容 改正前（令和 6年 9月分まで） 改正後（令和 6年 10月分から）

支給対象 中学校修了までの児童
(15 歳到達後の最初の年度末まで )

高校生年代までの児童
(18 歳到達後の最初の年度末まで )

所得制限 あり なし

支払期月 年 3回（2月・6月・10月）
（各前月までの４カ月分を支払）

年 6回（偶数月）
（各前月までの２カ月分を支払）

手当月額

・3歳未満　一律 15,000 円
・3歳～小学校修了　10,000 円
  第 3子以降 15,000 円
・中学生　一律 10,000 円
・所得制限限度額以上所得上限限度額未満
  一律 5,000 円 ( 特例給付 )
・所得上限限度額以上　支給なし

・3歳未満　15,000 円
　第 3子以降　30,000 円
・3歳～高校生年代　10,000 円
　第 3子以降　30,000 円

多子加算の
算定対象 高校生年代までの児童

児童手当受給者に経済的負担がある
22歳年度末までの子

（進学・就職は問いません）

制度改正により新たに手続きが必要な人
①所得上限限度額超過により現在児童手当（特例給付）の支給対象外の人
②中学校修了までの児童を養育しておらず、高校生年代の児童を養育している人
※②の人で市内に住民登録のない高校生年代の児童が属する世帯の人には案内が届きません。
③新たに多子加算の算定対象となる 18歳年度末以降 22歳年度末までの子と高校生年代までの児童の合計
　人数が 3人以上となる人　など

◆制度改正後に受給額が変わるが、手続きが不要な人
・所得制限限度額以上所得上限限度額未満で特例給付を受けている人
・高校生年代の児童と中学校修了までの児童を養育し、高校生年代の児童が多子加算の算定対象児童として
  認定されている人
・新たに多子加算の算定対象となる 18歳年度末以降 22歳年度末までの子がいる人を除く、現行でも多子
加算を受けている人または改正後に新しく多子加算を受けることになる人

※児童を養育している公務員の人は勤務先に確認してください。
※詳しくは市ホームページ等を確認してください。
※子が別居している、施設に入所しているなど特別な事情がある場合や、不明な点は問合せください。

市ホームページ等を確認して申請期限までに手続きをしてください。
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会
●問合先　生涯学習課生涯学習グループ ( ☎ 38-5819)

大上市場区天王祭宵祭り山車巡行

　たくさんの提灯で化粧した神秘的な山車が、本町区内を巡行します。
　市指定文化財である鈴井町獅子館も新溝神社で展示されます。

N

五
　条
　川

　音楽家のタケカワユキヒデさんによる講演です。
　自他ともに認める“マンガおたく”のタケカワさん。タケカワさんの活躍にマ
ンガはどのように影響してきたのでしょうか。タケカワさんとポップカルチャー
の関わりについて語っていただきます。

●とき　11月 24日㈰午後２時開演
（午後１時 30分開場）
●ところ　アデリア総合体育文化センター
多目的ホール
●講師　タケカワユキヒデさん（音楽家）
●講師プロフィール　ゴダイゴのボーカル
代表曲「銀河鉄道 999」「ガンダーラ」
「モンキーマジック」
●講演テーマ　「僕とポップカルチャーたち」

文 化 講 演

●定員　520人
●入場料　500円（全席自由）
●入場券販売開始日　８月 27日㈫
●入場券販売所　アデリア総合体育文化センター、
図書館、生涯学習センター、市役所６階生涯学習課
※未就学児の入場はご遠慮ください。
※手話通訳・要約筆記を行います。
●主催　岩倉市・岩倉市教育委員会

●募集内容　単科（初心者）クラス・合奏（経験者）クラス
★募集パート
・弦楽器…ヴァイオリン、ヴィオラ、チェロ、コントラバス
・管楽器…オーボエ、ファゴット、ホルン、トランペット、
トロンボーン
・打楽器全般
★条件
・単科クラス…市内在住で、小学３年生～中学３年生の初心者
※パートにより貸し出しできる楽器があります。
・合奏クラス…小学４年生～大学４年生の楽器経験者
※楽器をお持ちで、チューニングと中級程度の曲が
演奏できる人

●応募方法　9月 5日㈭までに応募用紙を市役所 6階
生涯学習課へ提出（保護者の同意が必要）
※応募用紙は市ホームページからダウンロードできます。
●オーディション
★とき・ところ　９月 15日㈰午前 10時　市役所７階
★内容
・単科クラス…簡単な音感テスト、面接
・合奏クラス…実技テスト（曲演奏）、面接
・持ち物　楽譜・楽器（合奏クラスのみ）
※オーディションは、保護者（または近親者）同伴

●問合先　生涯学習課生涯学習グループ ( ☎ 38-5819)

★指導　セントラル愛知交響楽団
★練習日　日曜日、月２～３回（および集中練習）
★費用　団費：月額４千円　ほか保護者会費など

岩倉市ジュニアオーケストラ団員募集

●問合先　大上市場区山車保存会　佐藤（☎ 080-2620-6742）

●とき　８月 24日㈯午後４時～９時（雨天中止）
●ところ　新溝神社、本町区内
●内容　山車曳き、からくり実演
※山車巡行に伴い、巡行
路と巡行路周辺の道路の
交通規制を実施します。

新溝神社

からくり実演
16:30 実演

20:00 着
17:00 発

18:45 発
18:15 着

光昭寺

岩倉橋

昭和橋

くすのき
の家巡行経路
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新たに令和６年度非課税世帯等になる人への物価高騰支援給付金
●問合先　給付金専用ダイヤル（☎ 50-9219）

　国の経済対策として、新たに令和６年度住民税非課税世帯または住民税均等割のみ課税世帯となる人へ給付
します。市で把握している給付対象となる可能性がある世帯には、７月中旬に確認書を送付しました。
　また、別途申請が必要な人の受付は、市役所２階福祉課で行います。

●申請が必要な人　収入がなく未申告のままの人がいる世帯、
　　　　　　　　　令和 6年 1月１日以降に転入した人がいる世帯　など
●受付期限　10 月 31日㈭厳守
詳細は、広報いわくら６月号か右記市ホームページを確認してください。

ごみとして出す前にリユースを検討してみませんか？
●問合先　清掃事務所（☎ 66-5912）、環境政策課廃棄物グループ（☎ 38-5808）

　市では、㈱マーケットエンタープライズと連携協定を締結し、
リユースプラットフォーム「おいくら」を通じたリユース（再
利用）を推進しています。
　「おいくら」を利用すると、衣類や書籍などの小型品からソ
ファーや冷蔵庫などの家具・家電の大型品を複数の買取店に無
料で査定依頼をすることができます。買取見積額を比較して買
取店を選べます。
　出張買取が可能な品物の場合、自宅から一歩も出ずに売却す
ることも可能です。手間や費用をかけて処分する前にリユース
を検討してみてください。
　本事業は連携するリユースプラットフォーム「おいくら」を
市ホームページなどで紹介し、リユースの取り組みを促進する
事業です。利用方法などは事業者へ問い合わせてください。

一括査定はコチラから▶
（岩倉市×おいくら連携ページ）

いわくらゼロカーボン事業者認証制度
●問合先　環境政策課　さくら・川・環境グループ（☎ 38-5808）

　事業活動をする中で、地球温暖化対策を主体として環境に配慮した取組
を、自主的かつ積極的に実施している事業者を「いわくらゼロカーボン事
業者」として認証する制度です。
　認証事業者には、認証ステッカーの贈呈や市ホームページ等で企業名・
取組内容を紹介する予定です。
　事業者の皆さんも、一緒になってゼロカーボンを推進
していきましょう。
　制度の詳細は、右記市ホームページを確認してください。

認証ロゴマーク

いわくらゼロカーボン事業者認証制度

※令和５年度電力・ガス・食料品等価格高騰重点支援追加給付金（１世帯あたり７万円）および
　令和５年度住民税均等割のみ課税世帯への給付金（１世帯あたり 10万円）が対象だった人は　
　今回の給付金は対象になりません。

注意
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楽しい思い出は「鍵掛」から！！
　お盆休みを控え、ご家族など皆さんで夏の思い出づくりの計画を立てていることと思います。
　せっかくの楽しい休みも「泥棒」に入られ、大切な財産や思い出を盗まれてしまっては台無しになってしまいます。
　防犯対策の基本のキは「鍵掛」です。そのうえで、二重三重の対策をとることが重要です。
　後悔しないよう今のうちからしっかりと防犯対策をしましょう！！

　【泥棒が嫌がること】
泥棒は事前に下見をするなどしてから犯行を実行します。
　したがって・・・
　「時間」・・・侵入に時間がかかる
　「光」・・・・暗闇が照らされる
　「音」・・・・大きな音を嫌がる
　「目」・・・・人の目を嫌がる
　の４つの対策を図りましょう。

チェック

ワンランク 上の防犯対策 （狙われない・最小限の被害にする）
〇　施錠設備…ディンプルキーなど防犯性能の高い鍵にすることで「時間」を稼ぐ！
〇　センサーライト…玄関や勝手口等にセンサーライトを設置して「光」で威嚇！
〇　警報器…防犯アラームを使って「音」で威嚇！
〇　防犯カメラ…スマホと連動した防犯カメラなど「目」で威嚇！

上

　ニュース等でも報じられているとおり、近
頃、手口が巧妙かつ凶悪化した侵入犯罪が相
次いで発生しています。
　店舗だけではなく一般住宅も被害に遭って
おり、金品のみならず、ときには人命が奪わ
れる事態にまで発展しています。犯罪の手口
が凶悪化の傾向にあることから、防犯意識を
高め、住まいの防犯対策を更に強化して、自
分や家族の命と財産を守りましょう。

【空き巣や強盗から命と財産を守る！】 実際の犯行時の映像

★事件事故については 110番または、江南警察署に通報してください。（☎ 56-0110）
★市では、防犯対策用品の購入費の一部を補助しています。詳しく右記市ホームページをご覧ください。

【夏の安全なまちづくり県民運動】　８月１日㈭～ 10日㈯
　侵入盗では、住宅を狙った被害が多発しています。
　ドアや窓等は、防犯性能の高い建物部品（CP建物部品）を導入し、補助錠（二重ロック）などで施錠を強固にし、
戸締りを徹底しましょう。

★運動の重点
○特殊詐欺の被害防止　○侵入盗の防止　○自動車盗の防止　○こどもと女性の犯罪被害防止

●問合先　協働安全課防災安全グループ（☎ 38-5831）
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